
 

 

 

 

 

 

 

【根拠規定】教育職員免許法別表６の２ 

  最低在職年数 ※１ ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 

最低修得単位数 ４０ ３５ ３０ ２５ ２０ １５ １０ 

管理栄養士学校指定規則別表第１に掲げる教育内

容にかかる科目 
３２ ２７ ２２ １８ １４ １０ ６ 

栄養に係る教育に関する科目 ※２ 

［免許法施行規則附則第 10条の表備考第 1号] 
２ ２ ２ ２ ２ １ １ 

 栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項 

１ 

以上 

1  

以上 

1  

以上 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

 幼児，児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項 

 
食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食

に関する指導の方法に関する事項 

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する

科目等  ※２ 
６ ６ ６ ５ ４ ４ ３ 

 

教育の基礎的理

解に関する科目 

各科目に含めることが必要な事項 

教育の理念並びに教育に関する歴史

及び思想 

1 

以上 
1 

以上 
1 

以上 
1 

以上 

 

 

 

 

 

 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 
 

教職の意義及び教員の役割・職務内

容（チーム学校運営への対応を含

む。） 

教育に関する社会的，制度的又は経

営的事項（学校と地域との連携及び

学校安全への対応を含む。） 

幼児，児童及び生徒の心身の発達及

び学習の過程 

特別の支援を必要とする幼児，児童

及び生徒に対する理解 

教育課程の意義及び編成の方法（カ

リキュラム・マネジメントを含む。） 

道徳，総合的な学

習の時間等の内容

及び生徒指導，教

育相談等に関する

科目 

道徳，総合的な学習の時間及び特別

活動に関する内容 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

1 

以上 

教育の方法及び技術（情報機器及び

教材の活用を含む。） 

生徒指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する

基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法 

 

※１ 在職年数とは、基礎資格を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養 

教諭として良好な成績で勤務した年数。 

※２ 基礎資格を修得した後、大学において修得するものとする。 

 

 

 

 

栄養教諭免許状取得 

 
（栄Ｄ）栄養教諭二種免許状から栄養教諭一種免許状への上進。 

 

 



【管理栄養士学校指定規則別表第１に掲げる教育内容に係る科目】 

 

 教 育 内 容 

 

専門基礎分野 

社会・環境と健康 

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 

食べ物と健康 

 

 

 

専門分野 

基礎栄養学 

応用栄養学 

栄養教育論 

臨床栄養学 

公衆栄養学 

給食経営管理論 

総合演習 

臨地実習 


